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神奈川県行政書士会会議規則 
 

 

第１章 一般通則 

（目  的） 

第 １ 条 この規則は、神奈川県行政書士会（以下「本会」という。）が開催する会議の民主的で公正かつ円滑な

運営を図ることを目的とし、本会会則（以下「会則」という。）に定めるもののほか、本会において開催する会

議の運営に必要な事項を定める。 

（招集手続） 

第 ２ 条 会議の招集者（以下「招集者」という。）は、会議の構成員（以下「構成員」という。）に対しあらか

じめ会議の日時、場所及び議題を記した文書にて招集を通知するものとする。 

２ 招集者は、意見聴取や調査のため、必要に応じて第三者の出席を求めることができる。 

（参  集） 

第 ３ 条 前条第１項の通知を受けた構成員は、指定された会議場所に開会時刻までに到着し、着席しなければ

ならない。 

２ 欠席又は開会時刻までに到着できない構成員は、その旨をあらかじめ招集者に通告しなければならない。 

（規律の保持） 

第 ４ 条 構成員及び出席者は、会議に臨み、品位と民主主義を重んじて会議の規律を保持し、公正かつ円滑な

運営に協力しなければならない。 

（議  長） 

第 ５ 条 会議の議長は、招集者がこれにあたる。ただし、必要に応じて議長を指名することができる。 

２ 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議の運営にあたる。 

（議題及び議事） 

第 ６ 条 議題は、招集者が提案し、説明者となる。ただし、担当者をもって説明者とすることを妨げない。 

２ 議題の審議は、秩序を保持しながらも自由で闊達な議論を経て、合議をもってこれを決する。 

（議 事 録） 

第 ７ 条 議長は、会議の日時、場所、出席者及び議事内容を記録した議事録を作成しなければならない。ただ

し、必要に応じて議事録作成者を指名することができる。 

２ 議事録は、事務局において保管する。 

 

第２章 総会及び理事会の特則 

第１節 総  則 

（趣  旨） 

第 ８ 条 本章は、会則第４０条に基づき、会則に定めるもののほか、総会の議事運営に必要な事項を定め、併

せて理事会の議事運営に必要な事項を定める。 

（委  任） 

第 ９ 条 会則第３６条に規定する表決に関する委任は、総会招集通知とともに送付される本会所定の委任状に
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よって行うものとする。 

２ 前項の委任状に受任者の記載のないものは、会長に委任したものとみなす。 

３ 第１項の委任状は、総会開催日の前日までに本会に到達しなければ、表決数に算入することができない。 

４ 理事会における構成員の代理人による出席は、これを認めない。 

（司 会 者） 

第１０条 総会及び理事会の司会者は、総務部長とし、総務部長不在の場合は、招集者があらかじめ司会者を指

名するものとする。 

２ 司会者は、構成員の出席状況を掌握し、議場に報告するとともに、会議の成立を宣告する。 

３ 総会の司会者は、会則第３８条に基づいて正副議長の選任方法を議場に諮り、理事会の司会者は、会則第４

５条による議長を紹介し、会議の進行を円滑に行わなければならない。 

（オブザーバー） 

第１１条 理事会の招集者は、監事、支部長会代表幹事、政治連盟幹事長等及び事務局長にオブザーバーとして

出席を求めることができる。 

（傍 聴 者） 

第１２条 理事会の傍聴を希望する者がいるときは、出席構成員の過半数の同意を得て議長がこれを許可するこ

とができる。 

 

第２節 議案及び動議等 

（議  案） 

第１３条 議案とは、総会又は理事会の議決に付するため、あらかじめ文書で提出された案件をいう。議案を提

出できる者は、招集者とする。 

２ 議案に関する資料は、会日の前日までにあらかじめ構成員に配付するものとする。ただし、緊急の場合は、

この限りでない。 

（動  議） 

第１４条 動議とは、あらかじめ提出された議案以外の事項を議事に付すため発議された案件をいい、構成員以

外の者は、発議することができない。 

２ 動議は、一般議事動議、議案修正動議及び議事進行動議とする。 

３ 一般議事動議は、招集者以外の者が新たな議案を議事に付すためのもので、総会においては５名以上の、理

事会においては２名以上の賛同者を得て、議事に入る前にあらかじめ案件及び提案理由を記し、提案者及び賛

同者が署名捺印した書面を議長に提出しなければならない。 

４ 議案修正動議は、議案審議によりあらかじめ提出されている議案を修正するためのもので、１名以上の賛同

者を得て、審議中にその箇所及び修正理由を明確に示して発議しなければならない。ただし、招集者が自ら修

正する場合は、この限りでない。 

５ 議事進行動議は、議事の進行を促すために質疑の打ち切り、採決等を求めるもので、１名以上の賛同者を得

て発議することができる。 

６ 構成員は、会議を妨害する目的を持って動議を発議してはならない。 

（動議の取扱い） 

第１５条 議長は、一般議事動議が提出された場合には、動議が提出された旨を議場に報告し、提案された事項

の題名のみを示して議場に諮り、出席構成員の過半数の同意を得たときに限り、これを議題として議事順序を

定めて議事に入る。 

２ 議長は、議案修正動議が発議された場合には、即座に審議を中止し、賛同者を確認の上、提案者の説明をさ
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せ、動議について採決しなければならない。 

３ 議長は、議事進行動議が発議された場合には、即座に審議を中止し、賛同者を確認の上、動議について採決

しなければならない。 

４ 総会における動議のための表決には、会則第３６条の規定は適用しない。 

（議案等の撤回） 

第１６条 理事会の議題となった議案及び配付された文書図画等を提案者が撤回する場合には、出席構成員の過

半数の承認を受けなければならない。 

（一事不再議） 

第１７条 総会で否決された案件については、同総会が終結するまでの間は、再び提出することができない。 

２ 理事会で否決された案件については、同理事会が終結するまでの間は、再び提出することができない。ただ

し、出席構成員の３分の２以上の同意がある場合は、この限りでない。 

 

第３節 議  事 

（付議の宣告） 

第１８条 議長は、議案等を会議に付するときは、その旨を宣告する。 

２ 議案は、提案者の説明を行い、その後質疑及び討論に入る。ただし、議事進行上必要があると認めるときは、

提案者の説明を省略することができる。 

３ 理事会における議案以外の案件は、協議事項及び報告事項とし、議長の宣告後、協議事項は、趣旨説明、質

疑及び討論を行い、報告事項は、報告及び報告内容に関する質疑のみを行う。 

（総会質問書の提出） 

第１９条 総会の議案について質疑のある者は、総会開催予定日の１０日前までに質問者の所属支部、氏名及び

対象議案並びに質問内容を別に定める様式による質問書に記して事務局に提出しなければならない。 

２ 事務局は、前項の質問書を整理した上、招集者に報告するとともに議長に提出しなければならない。 

３ 総会における質疑は、第１項の質問書によって行う。ただし、議長は、質問書を提出した者が再質問を求め

るときは、１回に限りこれを許可することができる。 

（理事会の発言者） 

第２０条 理事会構成員以外の者は、発言することができない。ただし、招集者が指名した場合、又は出席構成

員の過半数の同意を得た場合は、オブザーバー出席者等に発言させることができる。 

（理事会における発言の方法） 

第２１条 理事会において発言をしようとする者は、挙手をして議長に発言を求め、議長の許可を受けた後、自

己の氏名を告げてから発言しなければならない。 

２ 発言は、すべて簡明にし、現に質疑又は討論に付されている案件以外にわたることはできない。また、議長

の許可なく構成員相互に応答することはできない。 

３ 議長が制止するときは、何人も沈黙しなければならない。 

（理事会質問書の提出） 

第２２条 理事会の招集者は、構成員に対しあらかじめ配付される議案資料に基づいて、質問書を提出すること

を求めることができる。 

２ 質問書の提出があった場合は、他の発言に優先して当該質問書の内容について回答するものとする。ただし、

不必要に他の発言を制限してはならない。 

（採  決） 

第２３条 議長は、質疑及び討論が終わったと認められるとき、又は表決する機が熟したと認めるときは、質疑
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及び討論を終了する旨を宣し、表決の宣告を行う。 

２ 前項の表決は、採決する案件についての異議の有無を議場に諮り、異議がない場合においては、可決を宣し、

異議がある旨の発言がある場合においては、会則第３５条第２項又は第４６条第２項に基づき挙手又は起立に

より出席構成員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。 

（議事録の作成） 

第２４条 総会の議長は、議事に入る前に議事録を作成する書記２名を指名する。 

２ 総会の議事録には、会則第３９条及び本規則第７条に定めるもののほか、次の事項を記載し、議長、議事録

署名人及び作成した書記が署名捺印しなければならない。 

一 定時総会、臨時総会の別、会員の総数及び総会出席者の数 

二 表決の委任者及び受任者の数、その他議長の指示した事項 

３ 理事会の議事録には、議長及び議長の指名した２名の議事録署名人が署名捺印を受けなければならない。 

 

第３章 電磁的記録、電気通信回線利用等の特則 

（電磁的記録） 

第２５条 第２ 条第１項に定める通知、第７条第１項に定める議事録、第９条第１項に定める委任状、第１３ 条

第１項に定める文書並びに第１９条第１項及び第２２条第１項に定める質問書については、 電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）により作成すること ができる。 

（電気通信回線の利用） 

第２６条 前条に定める電磁的記録は、電気通信回線を利用して送信及び受信することができる。 

（Ｗｅｂ会議システムの利用） 

第２７条 会議の招集者は、必要があると認めるときは、Ｗｅｂ会議システム（映像と音声の送受信により相手

の状態を相互に確認しながら通話をすることができるシステムをいう。以下同じ。）を利用して会議を開催する

ことができる。 

２ Ｗｅｂ会議システムを使用して会議に出席する構成員は、それを使用できる状態になった時に会議場所に参

集したものとみなし、それを使用している間は議場にいるものとみなす。 

 

第４章 補  則 

（本規則の疑義） 

第２８条 この規則に疑義又は不備がある場合は、議長が会議に諮って対応を協議し、これを決する。 

 

 

   附  則 

１ この規則は平成２３年２月１８日から施行する。 

２ この規則の施行をもって総会議事運営規則を廃止する。 

附  則 

この規則は、令和４年１月１７日から施行する。 


